
政策課題分野 Ⅰ

安心してくらせる福祉・医療の基盤整備

Ⅰ－1 福祉・医療サービスの推進

神奈川では、高齢化が急速に進行していますが、特に、高齢者の単独世帯数が急増しており、従来、家

庭が持っていた機能も変化しています。

県民が身近な地域で安心して健やかにくらしていくためには、地域社会が持つコミュニティ機能を再構

築し、地域との連携の下で、様々な人々の自立を総合的に支援していくことが求められています。

そのためには、障害者や高齢者などが、福祉や医療のサービスを利用する際に、自分に合った質の高い

サービスを受けられるよう様々な基盤やしくみなどが整っていることが必要です。

さらに、だれもが社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆ

る活動に参加・参画し、その一員として責任を分担していく社会の実現が求められています。

●地域での自立を支援する福祉サービスの充実

福祉サービスの利用者が自分に合った質の高いサービスを選択し、安心して利用できるためのしくみ

づくりを進めます。また、障害者や高齢者が個人としての尊厳を持って、家庭や住み慣れた地域の中で、

その人らしく安心した生活を送ることを支援します。

●保健・医療・福祉の基盤づくり

障害者や高齢者の福祉サービスにかかわる拠点施設を整備するとともに、高度専門医療や在宅サービ

スなど多様なニーズに対応できる質の高い人材を養成・確保するなど、すべての人が必要なときに安全

で適切なサービスが受けられるよう、保健・医療・福祉基盤の整備を進めます。さらに、障害者、高齢

者などすべての人が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、積極的に社会に参加できるまちづく

りを進めます。

戦略プロジェクト

1 福祉サービスの利用者支援と質の向上

2 高齢者が安心してくらせるしくみづくり

3 保健・医療・福祉人材の養成・確保

4 身体・知的障害者の地域生活の支援

5 精神障害者の自立した生活・就労支援

6 福祉のまちづくりの推進
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実施計画



1 福祉サービスの利用者支援と質の向上 （福祉部）

〈現状と課題〉
・利用者のサービス選択やサービスの質の向上のための評価のしくみが不
十分です。

・苦情解決体制の充実によるサービスの一層の改善・向上が必要となって
います。

・福祉サービスの利用手続きなどへの援助が必要な痴呆性高齢者などが増
加しています。

〈めざすすがた〉
福祉サービスを評価するしくみが定着し、一人ひとりが自分に合った質の

高いサービスを選択できるようになるとともに、苦情解決体制や利用者支援
が充実し、安心して福祉サービスを利用できるようになっています。

〈目標〉

○福祉サービス第三者評価＊1の対象の拡大

〈取り組む事業〉
福祉サービスの第三者評価を普及・推進するため、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構（仮称）」を設置し、

評価機関の認証や評価調査者の養成など、第三者評価のしくみを整備します。また、「かながわ権利擁護相談センター
（神奈川県社会福祉協議会）」を支援し、事業者の苦情解決体制充実のための指導・研修の強化や、痴呆性高齢者などに
福祉サービス利用契約手続きの支援などを行う福祉サービス利用援助事業の充実のため、相談専門員の増員及び生活支
援員の資質向上を図ります。

利用者の立場に立った相談・支援
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実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

－�
保育所、障害者
施設サービス�
評価開始�

介護保険施設�
サービス�
評価開始＊2

在宅サービス�
評価開始＊2

痴呆性高齢者グループホーム�
評価開始�

No.

1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�
�
�
�
�
�
�
3

構　成　事　業� 単位�
２００４� ２００５� ２００６�

現状�
（２００３見込）�

年　度　別　目　標�
項　目�

福祉サービス評価の推進�
　「かながわ福祉サービス第三者評価推進機
構（仮称）」を設置し、評価機関の認証など
第三者評価のしくみづくりを進め、福祉サー
ビスの第三者評価の普及・推進を図ります。�
�
�
�
�
�

福祉サービス苦情解決体制の充実�
　「かながわ権利擁護相談センター」に設置
されている「かながわ福祉サービス運営適正
化委員会」を支援し、苦情解決に向けた事業
者への指導や研修を充実します。�
�
�
福祉サービス利用援助事業の充実�
　「かながわ権利擁護相談センター」を支援
し、福祉サービス利用援助事業に携わる相談
専門員の充実や生活支援員の資質向上を図り
ます。�

第三者評価のしくみづ
くり�

（県・民間）�
�
評価機関の認証�

（民間）�
�

評価調査者研修参加者�
（民間）�

�

事業者への巡回指導�
（民間）�

�

苦情解決研修�
（民間）�

�
相談専門員の配置�
（常勤換算）�

（民間）�
�
生活支援員資質向上研修�

（民間）�

�
検討会の実施�

�
�

2�
（2）�

�

１００�
（１００）�

�
�

２０�
�
�

4�
�
�

２３�
�
�

2

推進機構
設置・運営�
�

4�
（6）�

�

２００�
（３００）�

�
�

２５�
�
�

6�
�
�

２５�
�
�

3

推進機構
運営�
�

2�
（１０）�

�

１００�
（５００）�

�
�

４０�
�
�

１０�
�
�

２９�
�
�

3

推進機構
運営�
�

2�
（8）�

�

１００�
（４００）�

�
�

３０�
�
�

8�
�
�

２７�
�
�

3

�

機関�

人�

件�

回�

人�

回�

＊1 福祉サービス第三者評価…第三者機関が客観的にサービスを評価するもので、サービスの質の向上と利用者のサービス選択に
役立つしくみです。

＊2 医療系サービスは含みません。



実施計画

2 高齢者が安心してくらせるしくみづくり （福祉部）

〈現状と課題〉
・居宅や施設における介護保険サービスは、年々拡充しています。
・今後、高齢者が一層増加する中で、居宅サービスの質や量の充実、特別
養護老人ホームなどの介護保険施設の計画的な整備が必要となっていま
す。

〈めざすすがた〉
高齢者が必要なときに必要なサービスを利用でき、住み慣れた地域でで

きるだけ健康で自立して生活することができます。

〈目標〉

○訪問介護サービスの提供回数（単年度）

〈取り組む事業〉
市町村や社会福祉法人、ＮＰＯなどの多様な地域団体との連携の下で、介護保険サービスの適切な提供を図るととも

に、待機者の解消をめざし、特別養護老人ホームなどの施設の整備を進めます。また、高齢者が住み慣れた地域で、い
つまでも元気でくらしていけるよう介護予防や老人保健事業などの健康づくりの取組みを進めます。

高齢者への居宅サービス

52

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

提　供　回　数�

高齢者１００人あたり�

要介護等高齢者１００人あたり�

１４，０５６千回�

１，０８６回�

８，９５６回�

１５，８６６千回�

１，１７９回�

９，１４１回�

１７，６２９千回�

１，２６２回�

９，２６２回�

１９，３１１千回�

１，３２５回�

９，３７９回�

２１，０８７千回�

１，３８３回�

９，５１２回�

○特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備床数（累計）

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

整　備　床　数�

高齢者１００人あたり�

要介護等高齢者１００人あたり�

１５，２５３床�

１．２床�

９．７床�

１６，６９６床�

１．２床�

９．６床�

１８，４３８床�

１．３床�

９．７床�

２０，４４７床�

１．４床�

９．９床�

２２，５８８床�

１．５床�

１０．２床�

要介護等高齢者とは高齢者（６５歳以上）のうち介護保険の要支援・要介護認定を受けている人をさします。

No.

1�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�
�
�
�
�
�
�
�
3�
�
�
4

構　成　事　業� 単位�
２００４� ２００５� ２００６�

現状�
（２００３見込）�

年　度　別　目　標�
項　目�

居宅サービスの充実�
　介護保険制度の円滑な運営と一層の定着を
進め、居宅サービスの充実を図ります。�
�
�
�
�
�

特別養護老人ホームなど介護保険施設の整備
促進�
　特別養護老人ホームなど介護保険施設の着
実な整備を促進します。�
�
�
�
�

痴呆性高齢者グループホームなどの設置促進�
　痴呆性高齢者グループホームやケアハウス、有料
老人ホームなど、多様な施設の設置促進に努めます。�
介護予防と健康づくりの推進�
　介護予防・地域支え合い事業などの実施を
支援します。�

訪問介護サービスの提供�
 （民間）�

通所介護・通所リハビ
リテーションサービス
の提供 （民間）�

短期入所サービスの提供�
 （民間）�
�
特別養護老人ホームの
整備 （民間）�
�
介護老人保健施設の整備�
 （民間）�
�
介護療養型医療施設の
整備 （民間）�
�
痴呆性高齢者グループ
ホーム利用者 （民間）�
�
介護予防・地域支え合
い事業＊1 （市町村）�

１５，８６６�
�
�

４，５０８�
�
�

１，３０６�
�
�１，４４３�

（１６，６９６）�
�

２，０３２�
（１３，８８８）�

�
８２５�

（６，２６６）�
�
�１，４３４�
�
�

５９０�

１７，６２９�
�
�

５，０３７�
�
�

１，４１７�
�
�１，７４２�

（１８，４３８）�
�

１，２５２�
（１５，１４０）�

�
５５０�

（６，８１６）�
�
�１，７５７�
�
�

６２０�

２１，０８７�
�
�

６，０３５�
�
�

１，６２３�
�
�２，１４１�

（２２，５８８）�
�

１，３２３�
（１７，７１２）�

�
３４９�

（７，６２５）�
�
�２，３８７�
�
�

６８０�

１９，３１１�
�
�

５，５４７�
�
�

１，４８６�
�
�２，００９�

（２０，４４７）�
�

１，２４９�
（１６，３８９）�

�
４６０�

（７，２７６）�
�
�２，０７１�
�
�

６５０�

千回�

千回�

千日�

床�

床�

床�

人�

事業�

＊1 介護予防・地域支え合い事業の年度別目標数は、県内市町村が実施するサービス事業数の総合計を表します。



3 保健・医療・福祉人材の養成・確保 （衛生部）

〈現状と課題〉
・高度専門医療や在宅医療の進展、職域拡大などに対応した質の高い看護
職員の養成が必要となっています。

・就業環境の問題などから、看護職員が充足に至っていない保健・医療・
福祉現場への人材の確保が必要となっています。

・理学・作業療法士が他都道府県と比べて不足しています。
・障害者・高齢者福祉における在宅サービスの中心となるホームヘルプサ
ービスやケアマネジメントを行う人材の養成・資質の向上が求められて
います。

〈めざすすがた〉
保健・医療・福祉に関する質の高い人材が養成されるとともに、県内施

設などにおいて安定的な確保が行われ、県民の多様なニーズに対応した質
の高いサービスが提供されており、障害者や高齢者をはじめ、だれもが住
み慣れた地域で安心して生活することができています。

〈目標〉

「かながわ看護職員８，０００人増員戦略」

○就業看護職員数（累計）

〈取り組む事業〉
地域の保健・医療・福祉を支える質の高い人材を養成するための養成教育を充実するとともに、就業環境の向上や県

内就業者を確保するための修学資金貸付など人材の確保定着対策に取り組み、また、専門領域の人材育成や職域の拡大
に対応するための現任者教育の充実を図ります。

看護学生の実習（胎児心音の測定）
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＊1 実践教育センター…保健・医療・福祉分野で活躍している様々な職種の方々のレベルアップを目的とした現任教育を行う
県立保健福祉大学の附置機関

（単位：人）

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

５２，２７７� －� ５６，２７７� －� ６０，２７７�

隔年調査であることから、目標値を２００４年度、２００６年度で設定しています。
（「社会生活統計指標（総務省）」保健師助産師看護師法第３３条に基づく業務従事者届（隔年調査））
なお、理学・作業療法士などの人材確保や資質の向上についても、需給動向を見ながら取り組んでいきます。

No.

1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�
�
�

3

構　成　事　業� 単位�
２００４� ２００５� ２００６�

現状�
（２００３見込）�

年　度　別　目　標�
項　目�

保健・医療・福祉を支える新規人材養成の充実�
　県立保健福祉大学（２００３年4月開学）での
人材養成、県立の看護専門学校の再編整備や
民間養成・実習施設への支援などにより、保
健・医療・福祉人材の新規養成を進めるとと
もに、多様なニーズに対応した看護人材の需
給体制の検討を行います。�
�
�
�
�
�
人材の定着・確保のための支援�
　院内保育施設への支援や看護師等修学資金
貸付金の充実などを通じて、人材の定着・確
保を図ります。�

現任者教育の充実による専門性・多様性の向上�
　実践教育センター（２００３年4月開設）＊1など
における現任者教育の充実や院内研修への支
援を行い、保健・医療・福祉の分野で活躍して
いる人材の専門性や多様性の向上を図ります。�

県立保健福祉大学におけ
る総合的な知識と技術を
有する人材の養成 （県）�

県立の看護専門学校の再
編整備 （県）�

理学療法士などの実習機
会の確保 （県）�

福祉人材の新規養成 （県・民間）�
　・介護支援専門員�

　・障害者ケアマネジメン
ト従事者�

院内保育施設への支援�
 （県）�

就業促進のための研修の
実施 （県）�

実践教育センターなどにお
ける高度な専門知識や技術
を有する人材の育成 （県）�

院内研修などへの支援�
 （県）�

福祉人材の資質向上研修の実施 （県）�
　・介護支援専門員�

　・障害者ケアマネジメン
ト従事者�

２２０�
�

工事設計�
特色づくり�

�
－�
�

１，４４０�
（１４，７５０）�

１５０�
（６２７）�

�
１０５�
�

６９０�
（６９０）�

�
１，５５５�
（１，５５５）�

�

－�
�

１，２００�
（３，２４４）�

７２�
（１０８）�

４４０�
�

改修工事�
特色づくり�

�
－�
�

１，２３０�
（１５，９８０）�

１５０�
（７７７）�

�
１０５�
�

６９０�
（１，３８０）�

�
１，５８５�
（３，１４０）�

�

４０�
�

１，０５０�
（４，２９４）�

７２�
（１８０）�
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�

改修工事�
特色づくり�

３９０�
（７４０）�

１，０５０�
（１８，０８０）�

１５０�
（１，０７７）�

�
１３０�
�

６９０�
（２，７６０）�

�
１，５８５�
（６，３１０）�

�

６０�
�

９５０�
（６，３４４）�

７２�
（３２４）�

６６０�
�

改修工事�
特色づくり�

３５０�
（３５０）�

１，０５０�
（１７，０３０）�

１５０�
（９２７）�

�
１３０�
�

６９０�
（２，０７０）�

�
１，５８５�
（４，７２５）�

�

５０�
�

１，１００�
（５，３９４）�

７２�
（２５２）�

人�

�

人分�

人�

人�

施設�

人�

人�

回�

人�

人�



実施計画

4 身体・知的障害者＊1の地域生活の支援 （福祉部）

〈現状と課題〉
・障害者の自立や社会参加のため、ライフステージに応じた様々なニーズ
への支援が必要となっています。

・障害の重度化や障害者の高齢化が顕在化しています。
・養護学校高等部卒業生など、障害者の自立や社会参加に向けた福祉的就
労の場が不足しています。

〈めざすすがた〉
障害者が自立や社会参加を進めるための支援体制が整い、住み慣れた地

域において安心して働きくらしていくことができる社会になっています。

〈目標〉

○総合相談窓口＊2における支援（登録）者数（累計）＊5

〈取り組む事業〉
身体・知的障害者の地域生活における自立や社会参加を支援していくため、総合相談窓口の整備など支援体制を充実

するとともに、障害者の地域生活の場や就労の場を充実します。

総合相談窓口
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（単位：人）

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

１，０３７� １，３５７� １，６７９� １，９９７� ２，３１９�

○グループホーム（生活ホーム）＊3への入居者数（累計）＊5
（単位：人）

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

５３２� ６２２� ７１２� ８０２� ９００�

○福祉的就労＊4者数（累計）＊5
（単位：人）

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

３，００１� ３，３５９� ３，７１９� ４，０７５� ４，４３２�

No.

1�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�
�
�
�
�
3�
�
�
�

構　成　事　業� 単位�
２００４� ２００５� ２００６�

現状�
（２００３見込）�

年　度　別　目　標�
項　目�

地域における自立・社会参加のための支援体
制の充実�
　身体・知的障害者の地域生活における自立
や社会参加を支援していくため、総合相談窓
口の整備など支援体制を充実します。�
�
�
�
�
障害者の地域生活の支援�
　グループホーム（生活ホーム）など、在宅
福祉サービスの基盤整備の充実を市町村と連
携して行い、障害者が地域で自立してくらし
ていくしくみを充実します。�
�
障害者の就労の場の設置促進�
　障害者の多様な就労の場を確保するため、
自主的かつ地域に根ざした活動を展開する障
害者地域作業所などを支援します。また、障
害者に福祉的就労の場を提供する企業に対し、
市町村を通じて支援します。�

知的障害者・障害児対
象総合相談窓口の設置�
 （県・市町村）�

身体障害者対象総合相
談窓口の設置�
 （県・市町村）�

自閉症児者支援施設の
運営への支援�
 （県）�

グループホーム（生活
ホーム）の設置・運営
への支援 （県）�

重症心身障害児通園施
設の運営への支援�
 （県）�

障害者地域作業所の運
営への支援�
 （県）�

障害者福祉的就労協力
事業所への支援�
 （県）�

3�
（１１）�

�

－�
（6）�
�

－�
（－）�
�

１８�
（１２４）�

�

－�
（3）�
�

6�
（１２４）�

�

5�
（６５）�

2�
（１３）�

�

2�
（8）�
�

－�
（－）�

�

１８�
（１４２）�

�

－�
（3）�
�

－�
（１２４）�

�

１０�
（７５）�

－�
（１３）�

�

2�
（１２）�

�

－�
（1）�
�

２０�
（１８０）�

�

2�
（7）�
�

－�
（１２４）�

�

１０�
（９５）�

－�
（１３）�

�

2�
（１０）�

�

1�
（1）�
�

１８�
（１６０）�

�

2�
（5）�
�

－�
（１２４）�

�

１０�
（８５）�

箇所�

箇所�

箇所�

箇所�

箇所�

箇所�

箇所�

＊1 身体・知的障害者には、障害児を含みます。
＊2 総合相談窓口…生涯を通じての一貫した療育相談や、本人の希望に応じた福祉、保健、医療、教育、就労などのサービスが受

けられるよう支援するための窓口。
＊3 グループホーム（生活ホーム）…世話人により、食事の提供、身辺の世話などの日常生活援助を受けながら共同で生活する場。
＊4 福祉的就労…一般就労が困難な障害者が福祉的配慮の下に、能力に見合った賃金を得て働くこと。
＊5 〈目標〉のうち、総合相談窓口における支援（登録）者数及び福祉的就労者数については、政令指定都市を除く県所管域、グ

ループホーム（生活ホーム）への入居者数については、政令指定都市及び中核市を除く県所管域を対象としています。



5 精神障害者の自立した生活・就労支援 （衛生部）

〈現状と課題〉
・地域の支援体制が整っていないために退院できない精神障害者の方
（社会的入院）が存在しています。
・生活支援や居住、就労面での受け皿の確保が必要となっています。
・精神科救急医療体制の２４時間化が求められています。
【県内の精神科救急医療体制の状況】

自傷他害のおそれのある患者　２４時間対応
急激な精神症状の悪化がみられる患者
月～金 ２２：００まで対応、休日２４時間対応

〈めざすすがた〉
精神障害者が社会参加を進めるうえで必要な、医療や居住、就労をはじ

めとする様々な支援体制が整っており、住み慣れた地域において安心して
自立したくらしができるようになっています。

〈目標〉

○精神障害者が地域で自立した生活を送ることができる様々な支援体制の充実

〈取り組む事業〉
精神障害者が地域で自立してくらせるよう、居住の場や在宅福祉サービスの整備、地域支援体制の充実や就労の場の

確保を進めるとともに、病状が悪化した場合に対応するための地域医療体制の充実に努めます。

地域生活支援センターでの活動
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No.

1�
�
�
�
�
�
�
�

2�
�
�
�
�
�
�
�

3

構　成　事　業� 単位�
２００４� ２００５� ２００６�

現状�
（２００３見込）�

年　度　別　目　標�
項　目�

精神障害者の居住の場、在宅福祉サービスの
整備�
　グループホームなど精神障害者が地域で生
活する居住の場の整備支援や自宅における居
宅生活支援事業の充実を図ります。�
�
�

自立・社会参加のための地域支援体制の充実、�
就労の場の確保�
　精神障害者が地域で自立して生活できるよ
う、地域生活支援センターの設置や通所授産
施設など就労関連施設の整備を支援します。�
�
�
�
精神障害者に対する地域医療体制の充実�
　精神科救急医療の２４時間化に向けた取組
みを進めます。�

グループホームなどの
居住の場の整備�
 （市町村・民間）�
�

居宅生活支援事業の実施�
 （市町村・民間）�
�

地域生活支援センター
の設置�
 （市町村・民間）�
�

就労関連施設の整備�
 （市町村・民間）�
�
�
精神科医療の２４時間化�
 （県・市・民間）�
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�
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�
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2�
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7�

（１３）�
�
�

2

7�
（４７）�

�
�

３５�
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（9）�
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�
3�
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�
�

2

１５�
（７４）�

�
�

３５�
�
�

1�
（１３）�

�
�

１４�
（４３）�

�
�

4�

�

１２�
（５９）�

�
�

３５�
�
�

3�
（１２）�

�
�

１３�
（２９）�

�
�

3

施設�

市町村�

施設�

施設�

日／週�



実施計画

6 福祉のまちづくりの推進 （福祉部）

〈現状と課題〉
・地域において福祉的配慮のされたまちづくりの計画的な推進が必要とな
っています。

・日常利用する駅舎、道路、公園などにおけるバリアフリー化の推進が必
要となっています。

・障害者や高齢者が安心してまちに出かけられることが満たされていると
思う人の割合が８．９％と低くなっています。（県民ニーズ調査（２００１年度））

〈めざすすがた〉
障害者、高齢者などすべての人が安心して生活し、自らの意思で自由に

移動し、積極的に社会参加でき、生き生きとしたくらしができるまちにな
っています。

〈目標〉

○バリアフリー化駅舎整備数（累計）

〈取り組む事業〉
障害者や高齢者などの社会参加を促進するために、市町村におけるバリアフリーのまちづくり計画策定などを支援す

るほか、公共交通機関のバリアフリー化への支援、歩道などの移動空間のバリアフリー化や都市公園施設のユニバーサ
ルデザイン化に取り組みます。

進む鉄道駅舎のバリアフリー化

56

（単位：駅）

実績（２００２）� 現状（２００３見込）� ２００４� ２００５� ２００６�

１６８� １８４� １９６� ２０８� ２１８�

No.

1�
�
�
�
�
2�
�
�
�
�
3

構　成　事　業� 単位�
２００４� ２００５� ２００６�

現状�
（２００３見込）�

年　度　別　目　標�
項　目�

地域における福祉のまちづくりの推進�
　バリアフリーのまちづくり計画を進める市
町村を支援するほか、協議会の開催により福
祉のまちづくりを進めます。�
�
公共交通機関のバリアフリー化の推進�
　交通バリアフリー法の目標達成に向けて、駅
舎に車椅子使用者も利用できるエレベーター
などを設置する事業者を支援します。�
�
歩道や公園などのバリアフリー化の推進�
　障害者などの安全かつ円滑な通行を確保す
るために、歩道などにおいて通行の支障とな
る電柱の撤去や段差・勾配などを解消し、だ
れもが利用しやすい構造として整備します。
また、だれもが公園を不自由なく利用できる
よう、園路や出入口の段差解消、駐車場など
の改良の取組みを進めます。�

バリアフリーのまちづ
くり計画を進める市町
村への支援 （県）�
県民・事業者などで構
成する協議会の開催�
 （県）�
�
鉄道駅舎のバリアフリー
化への支援�
 （県）�
�
横断歩道に接続する歩
道部のバリアフリー化
率＊1 （県）�
�
バス停のバリアフリー
化率＊1 （県）�
�
幅広歩道（有効幅員2m
以上）の整備率＊1�
 （県）�
�
市街地など無電柱化率＊1�
 （県）�
�
県立都市公園のユニ
バーサルデザイン化＊2�

 （県）�
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�１２�

（１９）�

市町村�

回�

駅�

％�

％�

％�

％�

箇所�

＊1 対象は、県管理道路分
＊2 県立都市公園の出入口などの改良が必要な主な箇所は２００３年現在で８４箇所となっています。




